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鈴峯女子短期大学科目等履修生規程 
 

（平成６．４．１制定） 
（平成１３．４．１全部改正） 

 （総則） 

第１条 この規程は、鈴峯女子短期大学学則

（以下「学則」という。）第５７条第３項の

規定に基づき、鈴峯女子短期大学（以下「本

学」という。）の科目等履修生に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （出願資格） 

第２条 科目等履修生として入学することが

できる者は、高等学校若しくは中等教育学校

を卒業した者又はこれと同等以上の学力を

有する者で、本学において科目等履修生とし

て適当と認めたものとする。 

 （出願手続） 

第３条 科目等履修生として入学を志願する

者（以下「入学志願者」という。）は、学期

始めの１月前までに次の各号に掲げる書類

に入学検定料１０，０００円を添えて、学長

に願い出なければならない。 

（１） 科目等履修生志願書（本学所定の様式） 

（２） 最終学校の卒業証明書及び成績証明書  

（３） 他の大学又は短期大学に在籍している

学生は、在学証明書及び成績証明書 

（４） 履歴書（本学所定の様式）  

２ 本学の卒業生が入学を志願する場合は、前

項第１号の書類に入学検定料１０，０００円

を添えて、学長に願い出るものとする。 

 （願い出期限の特例） 

第４条 学長は、入学志願者に特別な事情があ

ると認める場合は、前条第１項の規定にかか

わらず、学期始めの５日前までに願い出るこ

とを認めることができる。 

 （履修期間） 

第５条 科目等履修生の履修期間は、１学期

（前期又は後期）とする。 

 （履修期間の更新） 

第６条 科目等履修生が履修期間終了後なお

引き続き履修を志願するときは、学期始めの

１月前までに第３条第１項第１号の書類に

入学検定料１０，０００円を添えて、学長に

願い出なければならない。 

２ 前項の規定による履修継続をする者の入

学金は、徴収しない。 

 （履修できる科目数等） 

第７条 １学年間に履修できる科目数は、１０

科目を超えないものとする。 

２ 栄養士養成課程の科目については、履修す

ることができない。 

３ 教育実習を履修する場合は、教職専門科目

の単位をすべて修得していなければならな

い。 

 （入学志願者の選考及び入学の許可） 

第８条 入学志願者又は履修継続を志願する

者に対して、教務委員会で審議のうえ選考し、

教授会の議を経て学長が入学を許可する。 

２ 所定の期日に手続きを終え入学を許可さ

れた者には、入学許可書を交付する。 

 （入学金） 

第９条 入学を許可された者は、入学金２０，

０００円を入学時に納入しなければならな

い。 

２ 第３条第２項の規定により入学を許可さ

れた者については、徴収しない。 

 （履修料） 

第10条 科目等履修生の履修料は、１科目につ

き１学期２０，０００円とし、入学を許可さ

れた日から２週間以内に納入しなければな

らない。 

 （実験・実習費） 

第11条 実験、実習に要する費用は、必要に応

じて科目等履修生の負担とする。 

２ 費用に関することは、別に定める。 

 （既納の入学検定料、入学金及び履修料の還

付） 

第12条 既納の入学検定料、入学金及び履修料

は、いかなる事由があっても還付しない。 

 （科目等履修生証） 

第13条 科目等履修生は、所定の科目等履修生

証の交付を受け、常に携帯しなければならな

い。 

２ 科目等履修生は、図書館、食堂等について

利用することができる。 

 （履修登録） 

第14条 科目等履修生は、許可された授業科目

を所定の期日までに、履修登録しなければな

らない。 

 （単位認定） 

第15条 履修した授業科目について単位の認

定を受けようとする者は、当該授業科目の試

験を受けなければならない。 

２ 前項の試験及び出席状況による授業担当

者の成績報告に基づき、教務委員会及び教授

会の議を経て学長が単位の認定を行う。               
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 （単位修得証明書の交付） 

第16条 前条により認定された単位について

は、本人の請求により、単位修得証明書を交

付する。 

 （入学許可の取消し） 

第17条 学長は、科目等履修生が次の各号の一

に該当するとき、教務委員会及び教授会の議

を経て入学の許可を取り消すことができる。 

（１） 履修の実が上がらないと認めたとき。 

（２） 科目等履修生としてその本分に反する

行為があると認めたとき。 

（３） 入学金及び履修料納入の義務を怠り督

促を受けてもなお納入しないとき。 

 （雑則） 

第18条 この規程に定めるもののほか、科目等

履修生に関し必要な事項は、学則を準用する。 

 

   附 則 

１ この規程は、平成６年４月１日から施行す

る。 

２ 鈴峯女子短期大学聴講生規程（昭和５５年

９月１９日施行）を廃止する。 

   附 則（平成８．１０．１１一部改正） 

 この改正規程は、平成８年１０月１１日から

施行し、平成８年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成１２．１２．１５全部改正） 

１ この規程は、平成１３年４月１日から施行

する。 

２ 平成６年４月１日制定の科目等履修生規

程の運用に関する細則は廃止する。 
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